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MxManagementCenter インストール手順 Win 

 

 

STEP 0 はじめに       

このドキュメントは、MxManagementCenter (以下 MxMC）のインストール手順を示したも

のです。  

          

        

STEP 1 プログラムファイルの入手       

MxMC は Windows OS と Mac OS に対応しております。MOBOTIX JAPAN のホームページ 

http://www.mobotix-japan.net/ のダウンロード → 管理ソフトウェアに⼊り、OSに準じた

ダウンロード ページからプログラムファイルをダウンロードします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該ソフトウェアをダウンロードする前にページ下部のソフトウェア使⽤許諾をご⼀読

ください。ご利⽤者が本使⽤許諾契約にご同意いただけない場合、ご利⽤者は本許諾製品を

使用することはできません。 
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STEP 2 MxMC 本体のインストール       

1. 本体ファイルを実⾏し、「OK」をクリックします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. セットアップウィザード画面が表示されます。 

「Next>」をクリックします。  

    ※以下、スクリーンショットは 64bit版  
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3. ソフトウェア使⽤における許諾契約が表⽰されます。   

内容をご確認頂き、同意して頂けましたら、「I accept the agreement」を選択し、 

「Next>」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. インストール先のフォルダを確認して、「Next>」をクリックします。 

既にMxMCをインストール済みで、別環境に構成したい場合には、インストール先

を変更します。 
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5. プログラム名を確認して、「Next>」をクリックします。  

4.で⽰したように、環境を変えるには名称を変更します。通常はそのまま、「Next>」

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. デスクトップにMxMCのアイコンを表示させる場合、必要な箇所に「✔」マークを入

れ、「Next >」をクリックします。  
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7. 確認画面が表示されます。 

OKであれば、「Install」をクリックします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. インストールが始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

9. インストールが完了すると、以下の画⾯が表⽰されます。  

「Launch MxManagementCenter」の✔を外し、「Finish」をクリックします。 
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●ソフトウェア使用許諾契約について●ソフトウェア使用許諾契約について●ソフトウェア使用許諾契約について●ソフトウェア使用許諾契約について   

   

株式会社Ｋ．Ｊ．フェロー(MOBOTIX JAPAN) は、お客様がソフトウェア使⽤許諾契約（以

下、本契約といいます）に同意し、ご購入いただいた製品（以下、購入製品といいます）の

保証書の保証内容に同意する場合に限り、ダウンロードしたソフトウェア（以下、本ソフト

ウェアといいます）の使⽤を許諾いたします。   

   

第１条 使⽤許諾   

１．弊社は、本契約に規定する条件で、本ソフトウェアの使⽤をお客様に非専属的に許諾し

ます。   

   

第２条 知的所有権   

１．本ソフトウェアは、著作権法その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保

護されています。   

２．本ソフトウェアは、本契約に規定される条件のもとで使⽤許諾するものであり、販売さ

れるものではなく、弊社および本ソフトウェアの使⽤許諾権者は、使⽤許諾後も引き続きそ

の知的所有権を保持します。   

３．本ソフトウェアに対する知的所有権に関する表示を削除してはならないものとします。

     

第３条 使用制限   

１．本ソフトウェアの用途は、購入製品に使用することのみとします。   

２．お客様は、本ソフトウェアのソースコードを調べたり、逆アセンブル、逆コンパイル、

リバースエンジニアリング、その他の修正を本ソフトウェアに加えることはできません。本

ソフトウェアの⼀部または全部を利⽤した新しいソフトウェアの開発もこの規定により禁

止されます。   

   

第４条 保証   

１．弊社は本ソフトウェアに対していかなる保証も⾏いません。   

   

第５条 損害賠償   

１．弊社は、データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害等を含め、本ソフトウェア

の使⽤または使⽤不能に起因する直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、その他いかなる
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損害にも、⼀切の責任を負いません。   

２．いかなる場合においても、弊社の責任の上限は、お客様が購入製品の対価として支払っ

た⾦額とします。   

   

第６条 その他   

１．お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合、弊社はただちにお客様による本ソフ

トウェアの使用を差止め、本契約を解除することができます。その場合、お客様は、ただち

に本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または抹消しなければなりません。 

２．本ソフトウェアに表⽰されている著作権者も本契約について弊社と同じ権利を有する

ものとします。   

３．本契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的裁

判所とします。   

以上   


